
●2026（令和８）年４月から下水道使用料の激変緩和措置の軽減（調整）率が変わります● 

【大山田地区】 

４人家族が、２か月で水量 60㎥使用した場合、下記の金額となります。 

※2026（令和 8）年４月分から 2028（令和 10）年３月分までの激変緩和措置の計算例は、赤枠部分になります。                            （消費税込） 

①令和５年１月以前の使用料 
② 

令和５年２月
以降の使用料 

③差額 
 

（②－①） 

令和 5年 2月分から
令和 6年 3月分まで

の使用料 
 

（軽減率 75％) 

令和 6年 4月分から
令和 8年 3月分まで

の使用料 
 
（軽減率 50％) 

令和 8年 4月分から
令和 10年 3月分まで

の使用料 
 

（軽減率 25％) 

④軽減額：（③×７5％） 
 

使用料： ② ― ④ 

⑤軽減額：（③×50％） 
 

使用料： ② ― ⑤ 

⑥軽減額：（③×25％） 
 

使用料： ② ― ⑥ 

平田 

地区 

基本使用料 2,５３0円 

＋加算使用料１,９８0円（４９５円×4名）  

4,５１0円×2 ヶ月＝９,０２０円 

基本使用料 

3,300円 

＋ 

従量使用料 

11,660円 

 

14,960円 

＋５,９４0円 
軽減額： ４，４５５円 

 
使用料:1０,５０５円 

軽減額： 2,970円 
 
使用料：1１,９９0円 

軽減額： 1,４８５円 
 
使用料：13,４７５円 

真泥 

地区 

基本使用料３,３０0円 

＋加算使用料２,６４0円（６６0円×4名）  

５,９４0円×2 ヶ月＝１１,８８０円 

＋３,０８0円 
軽減額： ２,３１０円 

 
使用料:1２,６５０円 

軽減額： １,５４0円 
 
使用料:1３,４２0円 

軽減額：   ７７０円 
 
使用料:１４,１９０円 

奥馬野 

地区 

基本使用料２,６１９円 

＋加算使用料２,０９６円（５２４円×4名）  

４,７１５円×2 ヶ月＝９,４３0円 

＋５,５３0円 
軽減額： ４,１４8円 

 
使用料:1０,８１２円 

軽減額： ２,７６５円 
 
使用料:1２,１９５円 

軽減額： １，３８3円 
 
使用料:１３,５７７円 

広瀬・川北 

地区 

基本使用料２,２００円 

＋加算使用料２,２００円（５５0円×4名）  

４,４０0円×2 ヶ月＝８,８００円 

＋６,１６０円 
軽減額： ４,６２０円 

 
使用料:1０,３４０円 

軽減額： ３,0８０円 
 
使用料:1１,８８０円 

軽減額： １，５４０円 
 
使用料:１３,４２０円 

（裏面あり） 



山田南 

地区 

基本使用料３,３００円 
 
＋加算使用料２,６４０円（６６0円×4名）  
 
５,９４0円×2 ヶ月＝１１,８８0円 

基本使用料 

3,300円 

＋ 

従量使用料 

11,660円 

 

14,960円 

＋３,０８０円 

 
軽減額： ２,３１０円 

 
使用料:1２,６５０円 

 
軽減額： １,５４0円 

 
使用料:1３,４２０円 

 
軽減額：   ７７０円 

 
使用料:１４,１９０円 

※実際のご利用状況により、各ご家庭の使用水量は異なります。 

※激変緩和措置により、改定後料金と現行料金との差額に、段階的に軽減率を乗じて算出した軽減額を差し引いた金額が 2 ヶ月の使用料金となります。 

※令和１０年４月からは、全て改定後の使用料となります。 

※令和５年２月１日以降に使用を開始した場合、激変緩和措置は適用されず、改定後の使用料となります。 

 


